
広報 猪苗代  2012-6   1415    2012-6  広報 猪苗代

いなわしろタウンページTown Information まちのお知らせ

・
第
64
号
「
差
押
書
の
公
示
送
達
に

つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
65
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」（
町
民
生
活
課
国

保
年
金
業
務
」

公　

告　

・
第
16
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

の
公
告
に
つ
い
て
（
４
月
） 

」（
農

業
委
員
会
農
地
業
務
）

・
第
18
号
「
平
成
25
年
度
猪
苗
代
町

職
員
採
用
候
補
者
試
験
に
つ
い
て
」

（
総
務
課
行
政
管
理
業
務
）

・
第
19
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

に
よ
る
不
動
産
等
の
最
高
価
申
込
者

決
定
に
つ
い
て
（
第
１
号
）」（
税
務

課
収
納
業
務
）

・
第
20
号
「
農
用
地
利
用
集
積
計
画

の
公
告
に
つ
い
て
（
５
月
）」 （
農
業

委
員
会
農
地
業
務
）

・
第
21
号
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
公
売

の
公
告
に
つ
い
て
（
第
１
号
）」（
税

務
課
収
納
業
務
）

・
第
22
号
「
水
道
事
業
現
金
取
扱
員

領
収
印
の
新
調
告
示
」（
上
下
水
道

課
水
道
管
理
業
務
）

※
告
示
・
公
告
さ
れ
た
内
容
に
つ
い

て
は
、
役
場
前
掲
示
板
を
ご
覧
に
な

る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
課
に
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

児
童
手
当
現
況
届
を
提
出

し
て
く
だ
さ
い

　

24
年
４
月
か
ら
新
し
い
児
童
手

当
制
度
が
始
ま
り
ま
し
た
。
６
月

分
以
降
の
児
童
手
当
等
を
受
け
る

に
は
「
現
況
届
」
の
提
出
が
必
要

で
す
。（
※
24
年
３
月
ま
で
子
ど
も

手
当
を
受
給
し
て
い
た
人
は
改
め

て
認
定
請
求
を
す
る
必
要
は
あ
り

ま
せ
ん
。
引
き
続
き
児
童
手
当
が

受
け
ら
れ
ま
す
）

　

現
況
届
は
、
毎
年
６
月
１
日
の

状
況
を
把
握
し
、
６
月
分
以
降
の

児
童
手
当
等
を
引
き
続
き
受
け
る

要
件
を
満
た
し
て
い
る
か
を
確
認

す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

　

対
象
者
に
は
通
知
お
よ
び
届
出

用
紙
を
郵
送
し
て
い
ま
す
の
で
、

必
要
書
類
を
添
え
て
必
ず
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
提
出
が
な
い
場
合

に
は
、
６
月
分
以
降
の
手
当
が
受

け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

▼
現
況
届
に
必
要
な
添
付
書
類

●
厚
生
年
金
等
加
入
者
は
、
受
給

者
の
健
康
保
険
被
保
険
者
証
の
写

し
（
国
民
健
康
保
険
の
人
は
必
要

あ
り
ま
せ
ん
）　　
　

●
24
年
１
月
１
日
に
猪
苗
代
町
に

住
所
が
な
か
っ
た
人
は
、
前
住
所

　

６
月
14
日
（
木
）
７
月
12
日
（
木
）

　

８
月
９
日
（
木
）
９
月
13
日
（
木
）

　

10
月
11
日
（
木
）

月
輪
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

　

７
月
５
日（
木
）　

８
月
２
日（
木
）

　

９
月
６
日
（
木
）　

10
月
４
日（
木
）

川
桁
防
災
セ
ン
タ
ー　

　

６
月
21
日（
木
）　

７
月
19
日（
木
）

　

８
月
23
日（
木
）　

９
月
20
日（
木
）

　

10
月
18
日
（
木
）

樋
ノ
口
多
目
的
集
会
所

　

６
月
28
日（
木
）　

７
月
26
日（
木
）

　

８
月
30
日（
木
）　

９
月
27
日（
木
）

　

10
月
25
日
（
木
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

猪
苗
代
町
児
童
館

　

☎（
62
）５
１
６
７

※
広
報
５
月
号
に
掲
載
の
記
事
に
誤

り
が
あ
り
ま
し
た
。

20
ペ
ー
ジ
「
地
域
子
育
て
支
援
拠
点

事
業
出
張
ひ
ろ
ば
」
の
記
事
の
中
で
、

対
象
を
「
町
内
の
２
歳
か
ら
４
歳
ま

で
の
子
ど
も
と
保
護
者　

20
組
（
以

前
参
加
し
た
こ
と
が
あ
る
人
は
除
き

ま
す
）」
と
し
て
い
ま
す
が
、
年
齢

や
参
加
経
験
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

参
加
で
き
ま
す
。

深
く
お
詫
び
し
て
訂
正
し
ま
す
。

個
人
線
量
計
測
定
結
果
を

公
表
し
ま
す

　

町
内
の
妊
婦
と
中
学
生
以
下
の
子

ど
も
に
配
付
し
た
個
人
線
量
計
の
３

地
か
ら
の
「
児
童
手
当
用
所
得
証
明

書
（
23
年
分
）」

※
24
年
１
月
１
日
に
住
所
の
あ
っ
た

市
区
町
村
で
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。
受
給
者
と
配
偶
者
の
証
明
書
が

必
要
で
す
。
た
だ
し
、
配
偶
者
が
税

法
上
の
控
除
対
象
配
偶
者
と
な
っ
て

い
る
場
合
に
は
、
受
給
者
の
児
童
手

当
用
所
得
証
明
書
の
み
で
結
構
で
す
。

配
偶
者
が
健
康
保
険
の
被
扶
養
者
と

な
っ
て
い
る
場
合
も
同
様
で
す
（
そ

の
場
合
、
配
偶
者
の
健
康
保
険
証
の

写
し
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
）。

●
そ
の
他
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す

る
書
類
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
了
承

く
だ
さ
い
。

▼
提
出
期
限　

６
月
29
日
（
金
）

▼
提
出
・
問
い
合
わ
せ
先　

　

保
健
福
祉
課　

社
会
福
祉
業
務

　
（
62
）２
１
１
５

地
域
子
育
て
支
援
拠
点
事

業
出
張
ひ
ろ
ば

　

児
童
館
で
開
催
し
て
い
る
「
あ
そ
び

の
ひ
ろ
ば
」
を
各
地
区
に
出
張
し
て
開

催
し
て
い
ま
す
。
子
育
て
中
の
お
母
さ

ん
・
お
父
さ
ん
、
お
孫
さ
ん
を
子
守
中

の
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、

お
近
く
の
ひ
ろ
ば
で
家
族
一
緒
に
楽
し

く
遊
ん
で
み
ま
せ
ん
か
。
開
催
時
間
は

各
会
場
と
も
午
前
10
時
～
午
後
４
時
で

す
。

▼
会
場
お
よ
び
開
催
日

翁
島
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー

回
目
測
定
結
果
の
概
要
を
公
表
し
ま

す
。

　

測
定
対
象
期
間
は
、
24
年
２
月
２

日
～
24
年
３
月
８
日
ま
で
の
36
日
間

で
、
こ
の
期
間
の
猪
苗
代
町
に
お

け
る
自
然
放
射
線
相
当
量
０
・
０
６

㍉
Sv
を
除
い
た
数
値
が
測
定
結
果
に

な
っ
て
い
ま
す
。

測
定
総
数
は
１
７
０
４
人
で
、
最

高
値
は
０
・
１
７
㍉
Sv
、
平
均
値

０
・
０
３
㍉
Sv
で
し
た
。

23
年
10
月
３
日
～
24
年
３
月
８
日
ま

で
の
３
回
、
１
５
８
日
間
の
累
計
で

は
、
最
高
値
は
０
・
６
７
㍉
Sv
、
平

均
値
０
・
０
９
㍉
Sv
で
し
た
。
こ
の

結
果
か
ら
年
間
被
ば
く
量
を
推
計
す

る
と
、
１
㍉
Sv
を
超
え
る
と
思
わ
れ

る
人
は
４
人
と
い
う
結
果
で
し
た
。

情
報
公
開
・
個
人
情
報
開

示
の
実
施
状
況

　

町
で
は
、「
猪
苗
代
町
情
報
公
開

条
例
」
お
よ
び
「
猪
苗
代
町
個
人
情

報
保
護
条
例
」
の
規
定
に
基
づ
き
、

昨
年
度
の
実
施
状
況
を
次
の
と
お
り

公
表
し
ま
す
。

【
23
年
度
情
報
公
開
実
施
状
況
】

○
情
報
公
開
請
求　

１
件

　

内
容　

平
成
23
年
度
猪
苗
代
町
全

　

体
区
長
会
議
の
復
命
書
（
決
定
区

　

分　

公
開
）

子
育
て

【
23
年
度
個
人
情
報
開
示
実
施
状

況
】

○
開
示
請
求
、
訂
正
請
求
、
利
用

　

停
止
請
求
と
も
に
０
件

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

　

☎（
62
）２
１
１
１

い
な
わ
し
ろ
聖
苑
火
葬
炉

の
修
繕
工
事
を
実
施

　
「
い
な
わ
し
ろ
聖
苑
」
火
葬
炉
の

修
繕
工
事
を
６
月
23
日
か
ら
７
月

８
日
ま
で
実
施
し
ま
す
。
こ
の
間

使
用
で
き
る
火
葬
炉
が
２
基
か
ら

１
基
と
な
り
、
火
葬
受
付
も
１
日

４
回
か
ら
２
回
に
な
り
ま
す
。
ご

不
便
を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理

解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
期
間
中
の
受
付
は
、
町
内

の
人
（
町
内
へ
の
避
難
者
を
含
む
）

の
み
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

町
民
生
活
課　

生
活
環
境
業
務

　

☎（
62
）２
１
１
４

節
電
対
策
に
よ
る
職
員
の

軽
装
に
ご
理
解
を

　　

町
役
場
で
は
、
６
月
１
日
か
ら

10
月
31
日
ま
で
、
省
エ
ネ
ル
ギ
ー

と
地
球
温
暖
化
対
策
の
た
め
、
職

員
の
軽
装
励
行
（
ノ
ー
上
着
、
ノ
ー

ネ
ク
タ
イ
）
を
実
施
し
ま
す
の
で

ご
理
解
を
お
願
い
し
ま
す
。

律
に
つ
い
て
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

▼
開
催
日
時　

７
月
４
日（
水
）

　

午
前
10
時
か
ら
午
後
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

　

☎（
62
）２
１
１
１

告　

示

・
第 

56
号
「
差
押
書
の
公
示
送
達
に

つ
い
て
」 （
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第

 57 
号
「
国
民
健
康
保
険
被
保
険

者
証
無
効
告
示
」（
町
民
生
活
課
国

保
年
金
業
務
」

・
第
58
号
「
猪
苗
代
町
議
会
６
月
定

例
会
の
招
集
に
つ
い
て
」（
総
務
課

行
政
管
理
業
務
）

・
第
59
号
「
不
動
産
等
の
最
高
価
申

込
者
決
定
通
知
書
の
公
示
送
達
に
つ

い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
60
号
「
猪
苗
代
町
指
定
給
水
装

置
工
事
事
業
者
の
指
定
に
つ
い
て
」

（
上
下
水
道
課
水
道
施
設
業
務
）

・
第
61
号
「
配
当
計
算
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
62
号
「
公
売
通
知
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

・
第
63
号
「
交
付
要
求
書
の
公
示
送

達
に
つ
い
て
」（
税
務
課
収
納
業
務
）

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

行
政
管
理
業
務

　

☎（
62
）２
１
１
１

行
政
相
談
委
員
に
相
談
し

て
み
ま
せ
ん
か

　

国
、
県
、
市
町
村
な
ど
の
役
所
や

Ｎ
Ｔ
Ｔ
な
ど
の
特
殊
法
人
の
仕
事
に

つ
い
て
、
苦
情
、
意
見
や
要
望
を
受

け
る
の
が
行
政
相
談
で
す
。
定
例
相

談
は
毎
月
１
回
、
第
３
水
曜
日
に
開

催
し
て
い
ま
す
。
お
気
軽
に
ご
相
談

く
だ
さ
い
。

▼
行
政
相
談
委
員

　

宮
澤　

重し
げ

正ま
さ

さ
ん
（
下
舘
）

　

☎（
66
）３
９
９
５

▼
開
催
日
時

　

６
月
20
日（
水
）、
７
月
18
日（
水
）

　

午
後
１
時
か
ら
３
時
ま
で

▼
場
所　

町
役
場
３
階　

日
本
間

▼
そ
の
他　

相
談
無
料
・
秘
密
厳
守

▼
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

秘
書
広
報
業
務

　

☎（
62
）２
１
１
１

人
権
擁
護
委
員
・
行
政
相

談
委
員
合
同
相
談
会

　

町
で
は
、
次
の
日
程
で
人
権
擁
護

委
員
と
行
政
相
談
委
員
の
合
同
相
談

会
を
開
催
し
ま
す
。
人
権
問
題
や
法

相　

談

お
知
ら
せ

掲
示
板


